
	愛媛県告示第１７７７号
大洲市土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事

業（県単独補助土地改良事業（農道）・田合地区）の施行は

、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定

により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・田合地区）計画書の写し

� 大洲市土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１４年１１月１１日から１２月６日まで

３ 縦覧場所

大洲市役所
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	愛媛県告示第１７７８号
愛媛県経営体育成促進換地等調整事業補助金交付規程（昭

和４７年１１月愛媛県告示第１０９３号）の一部を次のように改正し

、平成１４年度の補助金から適用する。ただし、過疎地域自立

促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）附則第５条第１項に

規定する特定市町村の区域（同法附則第６条及び第７条の規

定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。）にお

いて行う補助事業については、直接補助事業に要する経費に

係る補助金の額は、改正後の愛媛県経営体育成促進換地等調

整事業補助金交付規程第４条の規定にかかわらず、平成１４年

度にあっては知事が査定する経費の１００分の６３以内と、平成

１５年度にあっては知事が査定する経費の１００分の６２以内と、

平成１６年度にあっては知事が査定する経費の１００分の６１以内

とする。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条中「２０ヘクタール（次の各号に掲げる土地改良事業

にあつては、おおむね１０ヘクタール）」を「５ヘクタール」

に改め、同条各号を削る。

第３条第２項中第８号を第９号とし、第５号から第７号ま

でを１号ずつ繰り下げ、第４号の次に次の１号を加える。

� 創設農用地・増歩換地調整

第４条中「１００分の５０以内」を「１００分の６０以内（次に掲

げる地域又は区域において行う補助事業にあつては、１００分

の６５以内）」に、「１００分の１以内」を「額に１００分の１０１

を乗じて得た額の１００分の２．１以内で知事が査定する額」に

改め、同条に次の各号を加える。

� 離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第１項の規

定に基づき指定された離島振興対策実施地域

� 山村振興法（昭和４０年法律第６４号）第７条第１項の規

定に基づき指定された振興山村

� 半島振興法（昭和６０年法律第６３号）第２条第１項の規

定に基づき指定された半島振興対策実施地域

� 過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）

第２条第１項に規定する過疎地域（同法第３３条の規定に

より過疎地域とみなされる区域を含む。）

� 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基

盤整備の促進に関する法律（平成５年法律第７２号）第２

条第１項に規定する特定農山村地域

� 急傾斜畑地帯（当該事業の受益地内の平均傾斜度１５度

以上の地域（水田地帯を除く。）をいう。）

第１３条第１９号中「第３条第２項第８号」を「第３条第２項

第９号」に改め、同号を同条第２０号とし、同条第１８号中「第

３条第２項第７号」を「第３条第２項第８号」に改め、同号

を同条第１９号とし、同条第１７号中「第３条第２項第６号」を

「第３条第２項第７号」に改め、同号を同条第１８号とし、同

条第１６号中「第３条第２項第５号」を「第３条第２項第６号

」に改め、同号を同条第１７号とし、同条第１５号の次に次の１

号を加える。

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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� 第３条第２項第５号の業務を実施した地区にあつては

、創設農用地・増歩換地取得調書

�������
	愛媛県告示第１７７９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定に基

づき、肱川地域森林計画を立てたいので、同法第６条第１項

の規定により、当該地域森林計画の案を八幡浜地方局産業経

済部林業課、大洲林業課及び宇和林業課において告示の日か

ら３０日間公衆の縦覧に供する。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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	愛媛県告示第１７８０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基

づき、東予地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１

項の規定により、当該地域森林計画の変更の案を西条地方局

産業経済部林業課、伊予三島林業課及び丹原林業課において

告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
	愛媛県告示第１７８１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基

づき、今治松山地域森林計画を変更したいので、同法第６条

第１項の規定により、当該地域森林計画の変更の案を今治地

方局産業経済部林業課及び松山地方局産業経済部林業課にお

いて告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
	愛媛県告示第１７８２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基

づき、中予山岳地域森林計画を変更したいので、同法第６条

第１項の規定により、当該地域森林計画の変更の案を松山地

方局産業経済部久万林業課において告示の日から３０日間公衆

の縦覧に供する。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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	愛媛県告示第１７８３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基

づき、南予地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１

項の規定により、当該地域森林計画の変更の案を宇和島地方

局産業経済部林業課及び御荘林業課において告示の日から３０

日間公衆の縦覧に供する。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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	愛媛県告示第１７８４号
漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第１７条第１項の

規定に基づき、平成１４年９月２６日、八幡浜地区に係る特定漁

港漁場整備事業計画を次のとおり定めた。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（「次のとおり」は、省略し、八幡浜地区に係る特定漁港

漁場整備事業計画に係る特定漁港漁場整備事業計画書は、八

幡浜地方局産業経済部水産課において公衆の縦覧に供する。

）

�������
	愛媛県告示第１７８５号
漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第１７条第１項の

規定に基づき、平成１４年８月２３日、本浦地区に係る特定漁港

漁場整備事業計画を次のとおり定めた。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（「次のとおり」は、省略し、本浦地区に係る特定漁港漁

場整備事業計画に係る特定漁港漁場整備事業計画書は、宇和

島地方局産業経済部水産課において公衆の縦覧に供する。）
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	愛媛県告示第１７８６号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第５条第１項の規定によ

り、次のとおり二級河川を指定する。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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	愛媛県告示第１７８７号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、中島町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

中島町

温泉郡中島町大字大浦１６２６番地

代表者 町長 武田 満幸

温泉郡中島町大字大浦１７７６番地

２ 埋立区域

� 位置

温泉郡中島町大字睦月甲２１９４番１から同所甲２１９２番１

に至る地先公有水面

� 区域

次の１点から３０点までを順次直線で結んだ線並びに３０

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ＋３．

５５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれ

た区域

水系名 河川名
区 間

上 流 端 下 流 端

三崎大川 三崎大川放水路 三崎大川からの分派点 海に至る

愛 媛 県 報平成１４年１１月８日 第１４０６号

１２６２



基点（温泉郡中島町大字睦月字大谷１７６番地国土地理

院「高松」三等三角点）は、北緯３３度５７分５６．８５６秒、東

経１３２度３９分５６．０９０秒の地点

１点は、基点から真北１７８度４１分２６秒１００７．１４メート

ルの地点

２点は、１点から真北１６８度２７分４８秒５３．９４メートル

の地点

３点は、２点から真北２５８度３９分０３秒１０．０４メートル

の地点

４点は、３点から真北１６７度２７分１０秒９．１５メートルの

地点

５点は、４点から真北２５８度０４分３７秒１０．０２メートル

の地点

６点は、５点から真北１６８度０６分４２秒６．９６メートルの

地点

７点は、６点から真北２５８度２９分５２秒３８．３９メートル

の地点

８点は、７点から真北３４８度０６分４１秒０．７８メートルの

地点

９点は、８点から真北２５８度１８分３９秒５．９０メートルの

地点

１０点は、９点から真北１６７度３３分１９秒０．８１メートルの

地点

１１点は、１０点から真北２５８度３０分２９秒３５．１４メートル

の地点

１２点は、１１点から真北３４７度０５分４４秒０．８１メートルの

地点

１３点は、１２点から真北２５８度４１分４５秒５．９５メートルの

地点

１４点は、１３点から真北１７１度２９分２１秒０．８５メートルの

地点

１５点は、１４点から真北２５８度１５分３１秒１３．２３メートル

の地点

１６点は、１５点から真北３５３度４５分４７秒３３．３４メートル

の地点

１７点は、１６点から真北７２度１３分１２秒１．３６メートルの地

点

１８点は、１７点から真北７９度０４分４６秒５．５４メートルの地

点

１９点は、１８点から真北３５３度３８分５２秒２．１０メートルの

地点

２０点は、１９点から真北６２度５２分３８秒０．８７メートルの地

点

２１点は、２０点から真北１７０度１２分２８秒２．００メートルの

地点

２２点は、２１点から真北８３度０３分２１秒１．５７メートルの地

点

２３点は、２２点から真北３５３度１９分３２秒０．９５メートルの

地点

２４点は、２３点から真北８２度４０分５９秒２．５９メートルの地

点

２５点は、２４点から真北１７３度２１分１７秒１．０４メートルの

地点

２６点は、２５点から真北８２度１８分１４秒２．２４メートルの地

点

２７点は、２６点から真北３５２度０３分４５秒９．０５メートルの

地点

２８点は、２７点から真北６２度３８分１８秒１１．２６メートルの

地点

２９点は、２８点から真北３２１度４９分２０秒２１．１６メートル

の地点

３０点は、２９点から真北３４８度５９分２３秒５．８１メートルの

地点

� 面積

７，２１０．２４平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和６３年１月２２日 愛媛県指令６２河第７９７号

４ しゅん功認可年月日

平成１４年１１月８日
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	愛媛県告示第１７８８号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定によ

り海岸保全区域を指定したので、海岸保全区域の指定（昭和

３３年３月愛媛県告示第２７７号）の一部を次のように改正する

。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

豊後水道東沿岸の表三崎港（三崎町）高浦の項を次のよう

に改める。

同 高浦
�

基点１から基点４までを順次結んだ線並び
に基点４、補助点４、補助点３、補助点１及
び基点１を順次結んだ線により囲まれた区域
基点及び補助点の表示（角度の表示は、真
北）
基点１は、西宇和郡三崎町三崎５番地先三
崎導流堤基部中心の標柱（北緯３３度２３分１５秒
、東経１３２度０７分１４秒）
基点２は、基点１から１１４度１４分２０メート

ルの地点
基点３は、基点２から１８５度３７分１１９メー

トルの地点
基点４は、基点３から１９７度４９分３６メート

ルの地点
補助点１は、基点１から２９４度１４分３０メー
トルの地点
補助点３は、基点３から２７５度２６分５０メー
トルの地点
補助点４は、基点４から２８１度５３分５０メー
トルの地点

同 高浦
�

基点１から基点９までを順次結んだ線並び
に基点９、補助点８、補助点７、補助点５の
２、補助点５の１、補助点４、補助点３、補
助点１及び基点１を順次結んだ線により囲ま
れた区域
基点及び補助点の表示（角度の表示は、真
北）
基点１は、西宇和郡三崎町三崎１１番２の標
柱（北緯３３度２３分１０秒、東経１３２度０７分１３秒
）
基点２は、基点１から１０１度５３分６メート
ルの地点
基点３は、基点２から１９７度５５分５７メート

ルの地点
基点４は、基点３から１７３度２９分３０２メー

トルの地点
基点５は、基点４から１８７度４９分１２０メー
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	愛媛県告示第１７８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第１７９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第１７９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第１７９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

トルの地点
基点６は、基点５から１４１度０４分６５メート
ルの地点
基点７は、基点６から１８２度３６分４０メート

ルの地点
基点８は、基点７から２２３度０８分９４メート

ルの地点
基点９は、基点８から２３９度３７分４９メート

ルの地点
補助点１は、基点１から２８１度５３分４４メー
トルの地点
補助点３は、基点３から２６１度３３分５２メー

トルの地点
補助点４は、基点４から２７８度１４分５３メー
トルの地点
補助点５の１は、基点５から２７１度３０分５４

メートルの地点
補助点５の２は、基点５から２４０度１３分５０

メートルの地点
補助点７は、基点７から２９９度５５分４７メー
トルの地点
補助点８は、基点８から２９９度３５分４８メー
トルの地点

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 柳沢新谷停車場線
大洲市喜多山字渡り上り乙５３４番３から

同市喜多山字春日沖乙２７４番２まで

旧 ６．０～１４．０ ０．２４８

新 ８．４～１９．０ ０．２４８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 柳沢新谷停車場線
大洲市喜多山字渡り上り乙５３４番３から

同市喜多山字春日沖乙２７４番２まで
平成１４年１１月８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子双海線
喜多郡内子町論田１１３６番２から

同町論田１１０８番３まで

旧 ４．３～８．３ ０．２２０

新 １０．２～４１．８ ０．２１７

〃 〃
喜多郡内子町論田１０８３番５から

同町論田１０８１番まで

旧 ５．３～８．０ ０．１９４

新 １０．２～１５．７ ０．１９２

��������������

��������������

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１４年１１月８日 第１４０６号

１２６４



	愛媛県告示第１７９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第１７９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第１７９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第１７９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子双海線
喜多郡内子町論田１１３６番２から

同町論田１１０８番３まで
平成１４年１１月８日

〃 〃
喜多郡内子町論田１０８３番５から

同町論田１０８１番まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線
喜多郡河辺村大字北平２０６９番地先から

同大字２０６６番地先まで

旧 ３．５～７．１ ０．０６５

新 ７．１～１５．４ ０．０６５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
喜多郡河辺村大字北平２０６９番地先から

同大字２０６６番地先まで
平成１４年１１月８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野村城川線
東宇和郡城川町大字魚成７０８５番１地先から

同大字７０６０番１地先まで

旧 ４．２～２０．４ ０．１７２

新 １０．４～４２．８
４．２～４２．８

０．１７２
０．２３５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野村城川線
東宇和郡城川町大字魚成７０８５番１地先から

同大字７０６０番１地先まで
平成１４年１１月８日
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	公 告

准看護師試験の施行について

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第１８条の

規定により、平成１４年度准看護師試験を次のとおり施行する

。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の場所

松山市文京町４－２

松山大学

２ 試験の日時

平成１５年２月１５日（土）１３時００分

３ 受験願書の提出期間

平成１５年１月１５日（水）から１月２２日（水）まで。

ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるもの

は、受け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

〒７９０―８５７０

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部健康増進課

	公示による通知
住所不明。（ただし、住民票の住所 大阪府大阪市東淀川

区大桐四丁目３番２４号大阪市立淀川寮） 小野 仁

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４６条第２項の規定

に基づき上記の者に通知すべき事項を記載した次の書類は、

当収用委員会事務局（愛媛県土木部用地課）において保管し

てあるので、出頭の上、その交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（

昭和２６年政令第３４２号）第６条の２において準用する同政令

第５条第５項の規定により、平成１４年１１月２６日を経過した時

にその書類の送達があったものとみなされます。

平成１４年１１月８日

愛媛県収用委員会

会長 村 田 建 一

平成１４年１０月２４日付け１４媛収第３５号審理の開催について

（審理開催の通知）

	愛媛県告示第１７９７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１４年１１月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

松局建（開）第１３号

平成１４年１０月２４日
温泉郡重信町大字見奈良字前田２２７番３

松山市森松町４９７番地２
森 英 治

松局伊土検（開）第３５号

平成１４年１０月２４日
伊予郡松前町大字中川原字新開１８７番８及び１８７番９

伊予郡松前町大字西高柳１１１番地１
岡田ハイツ２０２号

毛 利 健 二

西局丹土（開）第１６号

平成１４年１０月２５日
周桑郡丹原町大字田野上方４５５番３、４６２番１及び４５５番６

周桑郡丹原町大字今井４３１番地
東予園芸農業協同組合
代表理事組合長 玉 井 實 雄

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１４年１０月３０日 特定非営利活動法人
農林畜水産環境管理協会 大 崎 秀 樹 松山市枝松一丁目９番２６号 この法人は、農林畜水産業に携わる組織に

対し、国際標準化機構における環境マネー
ジメントシステム規格（ＩＳＯ１４００１）の
認証取得支援をはじめとした環境保全型農
業への取り組みに対する支援を行うほか、
農林畜水産業を取り巻く環境問題について
の調査・研究及び普及・啓発に関する事業
を行うことにより、地球環境に配慮した農
林畜水産業の振興を図り、もって同地球環
境の保全に寄与することを目的とする。

雑 報

平成１４年１１月８日 印刷
平成１４年１１月８日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１２６６
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